
 

 

大阪市結核対策評価委員会運営要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、大阪市結核対策評価委員会規則（平成 25年大阪市規則第 184号）第８条の

規定に基づき、大阪市結核対策評価委員会（以下「委員会」という。）の運営に関し必要な事項

を定める。 

 

（会議の公開） 

第２条 委員会の会議は、公開するものとする。ただし、委員会が公開することが適当でないと

認める事項の調査審議をするときは、この限りでない。 

２ 会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行う。 

３ 前項の規定による会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（公開による会議の開催の周知） 

第３条 委員会は、公開で行う会議の開催の周知を図るため、会議の開催日の１週間前までに、

次の事項を記載した会議開催のお知らせを大阪市ホームページに掲載するとともに、市役所又

は市関係公署の掲示場への掲示その他の方法により広く市民に周知する。ただし、会議を緊急

に開催する必要が生じたときは、この限りでない。 

(1) 開催日時 

(2) 場所場所〔ウェブ会議（インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、

資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。）の方法により開催するときは、その旨〕 

(3) 議題 

(4) 傍聴者の定員 

(5) 傍聴手続 

(6) 問い合わせ先 

(7) その他必要な事項 

 

（ウェブ会議の方法による会議の開催等） 

第４条 委員会の委員は、委員長の承認を得て、ウェブ会議の方法で委員会の会議に参加するこ

とができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって

委員会の会議に出席したものとみなすものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、第２条第１項ただし書の規定により委員会の会議を公開しない場

合において、委員長が必要と認めるときは、当該会議をウェブ会議の方法により開催するもの

とする。 

 

（会議録等） 

第５条 委員会の会議録に記載する事項は、次のとおりとする。 

(1) 開催日時 

(2) 開催場所（前条第２項の規定によりウェブ会議の方法により開催したときは、その旨） 

(3) 出席者の職及び氏名 

(4) 前条第１項の規定によりウェブ会議の方法により会議に参加した委員があるときは、その旨 

(5) 議題 

(6) 発言者の氏名及び個々の発言内容の要旨（委員会が公開することが適当でないと認める事項

の調査審議を行った会議にあっては、議事の要旨） 

(7) その他委員会が必要と認める事項 



 

２ 会議録及び会議資料は、大阪市ホームページに掲載し、かつ、所定の場所において市民等の

閲覧に供するものとする。 

   

 

 附 則 

この要領は、令和２年８月１日から施行する。 

 


